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特別障害者手当等給付費負担金
特別児童扶養手当事務取扱交付金
事務連絡
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児童扶養手当給付費負担金
事務連絡
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結核医療費に係る通知について
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消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額に関する事項
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H29の改正箇所に下線を引いてあります。

• 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係
る消費税及び地方消費税額を係る仕入控除税額が確定した場合（仕
入控除税額が0円の場合を含む）は、別紙様式7により速やかに、遅く
とも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに厚生労
働大臣（都道府県知事又は指定市中核市の長）に報告しなければな
らない。

• なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一
支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行
わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を
行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報
告を行うこととなっています。

• また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、
当該仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
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H28（参考）

• 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に
係る消費税及び地方消費税額を係る仕入控除税額が確定した場合
は、別紙様式7により速やかに、厚生労働大臣（都道府県知事又は指
定市中核市の長）に報告しなければならない。

• なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一
支社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行
わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を
行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報
告を行うこととなっています。

• また、厚生労働大臣等に報告があった場合には、当該消費税及び地
方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させる
ことがある。

12



保健衛生施設等施設・設備整備費
の連絡事項
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整備計画について

• 平成２９年度保健衛生施設等施設整備費国庫補助金の整備計画に
ついて、他厚生局において建設用地の確保・地域住民との調整等の
都合により、内示後（実施計画承認後）に申請取下げや計画の変更
といったケースが見受けられた。

• 各県におかれては、事業者の整備計画の進捗状況を十分把握する
とともに、事業の変更・中止などの事態を生じさせることがないよう、
事業者等に対して適切な指導をお願いする。

• また、保健衛生施設等設備整備費国庫補助金において、内示後に物
品の変更の要望があった。（設置不可・製品廃番など）

そのため、申請をする事業者に対し、購入物品について設置可能か

購入可能か等も含め精査の上、申請するよう指導をお願いする。
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行政手続きの簡素化への協力について

• 平成29年３月29日に、内閣府の規制改革推進会議行政手
続部会において、補助金の交付申請を含む行政手続に係る、
手続きコスト（民間事業者側の時間コスト）について①行政
手続の電子化の徹底、②同じ情報は一度だけの原則、③書
式・様式の統一の三原則に沿った取り組みを進め、平成29
年度からの3か年の間に、20％を削減することが決定されて
いる。

• このコスト削減については、間接補助金の申請手続きも対象
となることから、保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助
金について行政手続き簡素化に向けた取り組みや、削減状
況の把握にご協力をお願いしているところ。
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行政手続きの簡素化への協力について

• コスト削減状況の把握については、厚生労働本省からの整
備計画書の修正依頼等が終了した後の、３月上旬から４月
下旬を予定している。

• また、本簡素化に伴い３０年度整備計画より整備計画書の
提出を電子媒体による提出に変更したため、今後も提出方
法のルール厳守をお願いしたい。
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